
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

1

大阪労働局第２庁
舎（総務部・職業安
定部）建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱藤木工務
店
大阪市中央
区備後町１
－７－１０

別紙2参照 118,899,528 118,899,528 100.0%

2

大阪労働局第２庁
舎（需給調整事業
部外）建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

日本生命保
険相互会社
大阪市中央
区今橋３－５
－１２
㈱藤木工務
店
大阪市中央
区備後町１

別紙3参照 37,659,576 37,659,576 100.0% 連名契約

3
大阪労働局ハロー
ワーク助成金セン
ター建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

日本生命保
険相互会社
大阪市中央
区今橋３－５
－１２
㈱藤木工務
店
大阪市中央
区備後町１

別紙4参照 84,358,560 84,358,548 100.0%

4
天満労働基準監督
署建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱三菱地所
プロパティマ
ネジメント
東京都千代
田区有楽町
１－１２－１

別紙5参照 55,635,096 55,635,096 100.0%

5
大阪西労働基準監
督署建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

前田建設工
業㈱関西支
店
大阪市中央
区久太郎町
２－５－３０

別紙6参照 35,561,244 35,561,244 100.0%

6
岸和田労働基準監
督署土地賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1
岸和田市
岸和田市岸
城町７－１

別紙7参照 3,160,841 3,160,841 100.0%

7
羽曳野労働基準監
督署土地賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1
羽曳野市
羽曳野市誉
田４－１－１

別紙8参照 2,487,528 2,487,528 100.0%

8
大阪安全衛生教育
センター土地賃貸
借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

河内長野市
河内長野市
原町１－１－
１

別紙9参照 2,053,200 2,053,200 100.0%

9
大阪東公共職業安
定所建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大和リース
㈱大阪本店
大阪市中央
区備後町１
－５－２

別紙10参照 134,192,376 134,192,376 100.0%

10
大阪人材銀行建物
賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

ジャパンリア
ルエステイト
投資法人
東京都千代
田区丸の内
３－３－１

別紙11参照 19,291,752 19,291,752 100.0%

11

OSAKAしごとフィー
ルド大阪東ハロー
ワークコーナー建
物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大阪府
大阪市中央
区大手前２
丁目

別紙12参照 1,376,670 1,376,670 100.0%

公共調達の適正化に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

12

OSAKAしごとフィー
ルド大阪東ハロー
ワークコーナー建
物管理負担金

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

一般財団法
人大阪労働
協会
大阪市中央
区石町２－５
－３

別紙13参照 1,048,920 1,048,884 100.0%

13

梅田公共職業安定
所、ハローワーク
梅田就職支援セン
ター建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈲寺本不動
産
兵庫県芦屋
市朝日ヶ丘
町２０－１８

別紙14参照 211,659,396 211,659,396 100.0%

14

大阪新卒応援ハ
ローワーク、大阪
外国人雇用サービ
スセンター、大阪わ
かものハローワー
ク建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

阪急不動産
㈱
大阪市北区
角田町１－１

別紙15参照 133,039,332 133,034,928 100.0%

15

ハローワークプラザ難
波、ハローワーク難波
就職支援センター、大
阪西公共職業安定所
求人コーナー、大阪マ
ザーズハローワーク建
物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

近畿日本鉄
道㈱
大阪市天王
寺区上本町
６－１－５５

別紙16参照 108,039,660 108,039,660 100.0%

16

阿倍野公共職業安
定所ルシアス庁
舎、あべの・わかも
のハローワーク建
物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱きんえい
大阪市阿倍
野区阿倍野
筋１－５－１

別紙17参照 63,549,648 63,546,576 100.0%

17

ハローワークプラ
ザ布施駅前、ハ
ローワーク布施駅
前サポートセン
ター、布施公共職
業安定所セミナー
ルーム建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱セントラル
ビル
東大阪市長
堂１－５－６

別紙18参照 25,574,400 25,574,388 100.0%

18

堺公共職業安定所
堺東駅前庁舎、堺
マザーズハロー
ワーク建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱髙島屋
大阪市中央
区難波５－１
－５

別紙19参照 37,705,176 37,705,176 100.0%

19
ハローワークプラ
ザ泉北建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

(一財)大阪
府タウン管
理財団
泉佐野市り
んくう往来北
１

別紙20参照 13,316,400 13,316,400 100.0%

20
岸和田公共職業安
定所土地賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1 個人 別紙21参照 12,709,000 12,709,000 100.0%

21
池田公共職業安定
所土地賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1
池田市
池田市城南
１－１－１

別紙22参照 7,055,929 7,055,929 100.0%

22
ハローワークプラ
ザ千里建物賃貸借
料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

阪急不動産
㈱
大阪市北区
角田町１－１

別紙23参照 8,945,640 8,943,300 100.0%



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分
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契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

23
泉大津公共職業安
定所会議室建物賃
貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

泉大津市商
工会議所
泉大津市田
中町１０－７

別紙24参照 4,628,376 4,628,376 100.0%

24
ハローワークプラ
ザ藤井寺建物賃貸
借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

日本生命保
険相互会社
大阪市中央
区今橋３－５
－１２

別紙25参照 3,739,992 3,739,992 100.0%

25
枚方公共職業安定
所建物賃貸借料
（ビオルネ）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

枚方パート
ナーシップス
㈱
枚方市岡本
町７－１

別紙26参照 19,511,280 19,511,280 100.0%

26
枚方公共職業安定
所建物賃貸借料
（イオン枚方店）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

イオンリテー
ル㈱
大阪市福島
区海老江１
－１－２３

別紙27参照 51,840,000 51,840,000 100.0%

27
河内長野公共職業
安定所土地建物賃
貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

河内長野市
河内長野市
原町１－１－
１

別紙28参照 21,532,428 20,169,600 93.7%

28
門真公共職業安定
所建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈲守口門真
商工会館
門真市殿島
町６－４

別紙29参照 46,338,540 46,338,540 100.0%

29
門真公共職業安定
所会議室賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈲守口門真
商工会館
門真市殿島
町６－４

別紙30参照 3,404,040 3,404,040 100.0%

30
大阪府有財産土地
建物賃貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大阪府
大阪市中央
区大手前２
丁目

別紙31参照 30,529,700 28,019,250 91.8%

31
あいりん総合セン
ター土地使用契約

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大阪府
大阪市中央
区大手前２
丁目
大阪市
大阪市北区
中之島１－３
－２０
（公財）西成

別紙32参照 13,237,187 11,975,793 90.5% 公財 府所管 1者 連名契約

32
あいりん労働公共
職業安定所寄場賃
貸借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

（公財）西成
労働福祉セ
ンター
大阪市西成
区萩之茶屋
１-３－４４
大阪府
大阪市中央
区大手前２

別紙33参照 7,598,230 7,221,520 95.0% 公財 府所管 1者 連名契約

33
堺ハローワーク
コーナー建物賃貸
借料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

堺市住宅供
給公社
堺市堺区中
瓦町２－３－
２４

別紙34参照 1,337,472 1,337,472 100.0%



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数
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ととした会計法令
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理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

34
阿倍野公共職業安
定所周知用看板掲
出料

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱きんえい
大阪市阿倍
野区阿倍野
筋１－５－１

別紙35参照 1,718,400 1,718,400 100.0%

35
大阪労働局におけ
るトナーカートリッ
ジ等の購入

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

ウチダエスコ
㈱大阪事業
所
大阪市中央
区和泉町２
－２－２

本契約にかか
るH26.3.19入
札の結果、再
度の入札をし
ても落札者が
なかったことか
ら、予決令第９
９条の２に該
当するため

@6,600ほか @5,775ほか 87.5%ほか ‐ ‐ ‐

単価契約
予定調達
総額
26,675,90
8円

36
定期刊行物（毎日
新聞外）の購読

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大毎上町
谷町支店
大阪市中央
区谷町４－８
－１

別紙36のとお
り

1,187,844 1,187,844 100.0% -

37
定期刊行物（労働
基準広報外）の購
読

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱労働調査
会
東京都豊島
区北大塚2-
4-5

別紙37のとお
り

1,036,812 1,036,812 100.0%

38
職業訓練システム
の保守サービス等
委託

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

シャープビジ
ネスソリュー
ション㈱パブ
リックシステ
ム事業統轄
部
大阪市阿倍
野区長池町
２２－２２

別紙38のとお
り

3,879,368 3,874,188 99.9%

39
新卒応援システム
の保守サービス等
委託

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

シャープビジ
ネスソリュー
ション㈱パブ
リックシステ
ム事業統轄
部
大阪市阿倍
野区長池町
２２－２２

別紙39のとお
り

3,140,856 3,140,832 99.9%

40
雇用調整助成金等
システムの保守
サービス等委託

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

シャープビジ
ネスソリュー
ション㈱パブ
リックシステ
ム事業統轄
部
大阪市阿倍
野区長池町
２２－２２

別紙40のとお
り

1,767,744 1,766,668 99.9%

41

人材銀行ネット
ワークシステムの
保守サービス等委
託

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

シャープビジ
ネスソリュー
ション㈱パブ
リックシステ
ム事業統轄
部
大阪市阿倍
野区長池町
２２－２２

別紙41のとお
り

4,046,876 4,046,876 100.0%

42
債権管理システム
ソフトウェアの使用
許諾及び保守業務

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

コンピュー
タ・システム
㈱
京都市上京
区笹屋町千
本西入笹屋
４－２７３－
３

別紙42のとお
り

2,799,360 2,799,360 100.0%

43
物品管理システム
ソフトウェアの使用
許諾及び保守業務

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

コンピュー
タ・システム
㈱
京都市上京
区笹屋町千
本西入笹屋
４－２７３－
３

別紙43のとお
り

2,255,040 2,255,040 100.0%



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

44

あいりん労働公共
職業安定所債権管
理・日雇求職者管
理システム使用許
諾及び保守業務

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

コンピュー
タ・システム
㈱
京都市上京
区笹屋町千
本西入笹屋
４－２７３－
３

別紙44のとお
り

1,101,600 1,101,600 100.0%

45
大阪マザーズハ
ローワーク周知用
看板掲出

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱アド近鉄
大阪市天王
寺区生玉町
３－１０

別紙45のとお
り

1,468,800 1,468,800 100.0%

46
堺公共職業安定所
周知用看板掲出

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱アド南海
大阪市浪速
区難波中１
－１８－３

別紙46のとお
り

1,296,000 1,296,000 100.0%

47
平成２６年度ゴム
印作製にかかる単
価契約

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱永江印祥
堂大阪営業
所
大阪市北区
西天満３－１
３－１８

予定価格が２
５０万円を超え
ない製造契約
であることか
ら、予決令第９
９条第２号に
該当するため

＠109ほか ＠70ほか 64.2%ほか

単価契約
予定調達
総額
778,089円

48

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人大阪市障
害者福祉・
スポーツ協
会
大阪市天王
寺区東高津
町１２－１０

別紙47のとお
り

29,464,000 29,464,000 100.0%

49

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人大阪手を
つなぐ育成
会
大阪市東成
区玉津２－１
１－２８

別紙47のとお
り

16,738,000 16,738,000 100.0%

50

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人大阪府障
害者福祉事
業団
富田林市大
字甘南備２１
６

別紙47のとお
り

20,986,000 20,986,000 100.0%

51

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人ぷくぷく福
祉会
吹田市寿町
２－１７－１
７

別紙47のとお
り

21,154,000 21,154,000 100.0%

52

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人花の会
高槻市南平
台３－２９－
９

別紙47のとお
り

20,921,000 20,921,000 100.0%



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

53

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人信貴福祉
会
八尾市楽音
寺１－８４

別紙47のとお
り

16,751,000 16,751,000 100.0%

54

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

特定非営利
活動法人豊
中市障害者
就労雇用支
援センター
豊中市寺内
１－１－１０

別紙47のとお
り

20,921,000 20,921,000 100.0%

55

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人東大阪市
社会福祉事
業団
東大阪市高
井田元町１
－２－１３

別紙47のとお
り

20,992,000 20,992,000 100.0%

56

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人であい共
生舎
枚方市磯島
元町２１－１
０

別紙47のとお
り

20,922,000 20,922,000 100.0%

57

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人ふたかみ
福祉会
羽曳野市
駒ヶ谷１０６
－１

別紙47のとお
り

16,752,000 16,752,000 100.0%

58

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人光輝会
寝屋川市寝
屋南２－１５
－１

別紙47のとお
り

16,738,000 16,738,000 100.0%

59

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

特定非営利
活動法人あ
いむ
貝塚市東１２
６－１

別紙47のとお
り

16,739,000 16,739,000 100.0%

60

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人摂津市社
会福祉事業
団
摂津市鳥飼
上５－２－８

別紙47のとお
り

21,129,000 21,129,000 100.0%

61

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

社会福祉法
人明日葉
守口市寺方
元町２－５－
１３

別紙47のとお
り

16,738,000 16,738,000 100.0%



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

62

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

特定非営利
活動法人
チャレンジ
ド・ネットい
ずみ
和泉市府中
町１－８－３

別紙47のとお
り

16,752,000 16,752,000 100.0%

63

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

特定非営利
活動法人障
害者自立支
援センター
ほっぷ
泉佐野市鶴
原１４６８

別紙47のとお
り

18,035,000 18,035,000 100.0%

64

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

一般財団法
人箕面市障
害者事業団
箕面市稲１
－１１－２

別紙47のとお
り

16,740,000 16,740,000 100.0%

65

平成２６年度障害
者就業・生活支援
センター事業（雇用
安定等事業）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

特定非営利
活動法人堺
市障害者就
労促進協会
堺市南区桃
山台１－２３
－１

別紙47のとお
り

20,921,000 20,921,000 100.0%

66
平成２６年度若年
者地域連携事業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大阪労働協
会/パソナ共
同企業体
代表構成員
一般財団法
人　大阪労
働協会
大阪市中央
区石町２－５
－３

企画競争を行
い委託先を選
定したことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

38,261,000 38,261,000 100.0%

67
平成２６年度シニア
ワークプログラム
地域事業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

公益社団法
人大阪府シ
ルバー人材
センター協
議会
大阪市中央
区淡路町１
－３－１４

企画競争を行
い委託先を選
定したことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

111,737,000 111,737,000 100.0% 公社 地方所管 １者

68
平成２６年度　医療
労務管理相談コー
ナー事業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大阪府社会
保険労務士
会
大阪市北区
天満２－１－
３０

企画競争を行
い委託先を選
定したことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

8,952,660 8,952,660 100.0%

69

平成２６年度　専門
家派遣・相談等支
援事業（最低賃金
総合相談支援セン
ター）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

大阪府社会
保険労務士
会
大阪市北区
天満２－１－
３０

企画競争を行
い委託先を選
定したことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

9,215,000 9,215,000 100.0%

70
平成２６年度生涯
現役社会実現環境
整備事業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

一般社団法
人大阪府雇
用開発協会
大阪市中央
区谷町３－１
－９

企画競争を行
い委託先を選
定したことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

19,088,333 19,088,333 100.0%



予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

契約締結日
契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

公益法人の場合

備　　考

71
精神障害者等雇用
促進モデル事業
（近畿ブロック）

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

シャープ特
選工業㈱
大阪市阿倍
野区阪南町
７－９－１２

企画競争を行
い委託先を選
定したことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

5,000,000 5,000,000 100.0%

72
梅田公共職業安定
所周知に係る大阪
市営バス車内放送

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.1

㈱ケイエム
アドシステム
大阪支社
大阪市北区
豊崎５－４－
９

別紙48のとお
り

1,296,000 1,296,000 100.0%

73
平成２６年度労働
保険年度更新関係
用紙等の作成

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
田中　仁志
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H26.4.7

東洋紙業高
速印刷㈱
大阪市浪速
区芦原２－５
－５６

予定価格が２
５０万円を超え
ない製造契約
であることか
ら、予決令第９
９条第２号に
該当するため

1,452,453 971,676 66.9% -



別紙２

契約件名及び数量 大阪労働局第２庁舎(総務部・職業安定部)建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪労働局第２庁舎は、平成12年から中央大通ＦＮビルに設置して
いるところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アク
セス・第一庁舎との業務運営を円滑に行えることや基準面積を考慮
したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったこ
とから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定
したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３

契約件名及び数量 大阪労働局第２庁舎(需給調整事業部外)建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪労働局第２庁舎は、平成12年から中央大通ＦＮビルに設置して
いるところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アク
セス・第一庁舎との業務運営を円滑に行えることや基準面積を考慮
したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったこ
とから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定
したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４

契約件名及び数量 大阪労働局　ハローワーク助成金センター建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪労働局ハローワーク助成金センターは、平成25年から中央大通
ＦＮビルに設置しているところであるが、設置にあたっては、利用者の
利便性・交通アクセス・第一庁舎との業務運営を円滑に行えることや
基準面積を考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建
物がなかったことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下であ
る同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙５

契約件名及び数量 天満労働基準監督署建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

天満労働基準監督署については、平成２３年１０月に現在の所在地
に移転設置したもので、設置にあたっては、利用者の利便性・交通ア
クセス・基準面積を考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存
の公有建物がなかったことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等
以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙６

契約件名及び数量 大阪西労働基準監督署建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪西労働基準監督署については、平成２２年に現在の所在地に移
転設置したもので、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセ
ス・基準面積を考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公
有建物がなかったことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下
である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙７

契約件名及び数量 岸和田労働基準監督署土地賃貸借

随意契約によることとした
理由

岸和田労働基準監督署は、昭和５７年から岸和田市岸城町に設置し
ているところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通ア
クセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえ
で、候補地周辺に取得可能な敷地がなかったことから、賃貸料が周
辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
建物については、国の建築であることから仮に移転するとした場合に
は、岸和田市との協議や原状回復といった新たな予算が必要となる
こととなり、既存の同敷地の継続賃貸の方がより経済的であることか
ら、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のも
のであり、会計法第２９条の３第４項の「契約の性質又は目的が競争
を許さない場合」として、引き続き同敷地により随意契約を行うことと
した。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙８

契約件名及び数量 羽曳野労働基準監督署土地賃貸借

随意契約によることとした
理由

羽曳野労働基準監督署は、昭和54年から羽曳野市誉田に設置して
いるところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アク
セス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、
候補地周辺に取得可能な敷地がなかったことから、賃貸料が周辺の
物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同敷地により随意契約を行うこ
ととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙９

契約件名及び数量 大阪安全衛生教育センター土地賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪安全衛生教育センターの敷地については、河内長野市の財産
であり、引き続き借用して使用する必要がある。建物については、国
の財産であることから仮に移転するとした場合には、河内長野市との
協議や原状回復費といった新たな予算が必要となることとなり、既存
の同敷地の継続賃貸の方がより経済的であることから、契約の目的
物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであり、会計法
第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と
して、引き続き同敷地により随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１０

契約件名及び数量 大阪東公共職業安定所建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪東公共職業安定所は、平成10年からピップビルに設置している
ところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセス・
集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、候補
地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸料が
周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１１

契約件名及び数量 大阪人材銀行建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪人材銀行は、平成17年から堺筋本町ビルに設置しているところ
であるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセス・集客
力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、候補地周
辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸料が周辺
の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１２

契約件名及び数量 ＯＳＡＫＡしごとフィールド大阪東ハローワークコーナー

随意契約によることとした
理由

ＯＳＡＫＡしごとフィールド大阪東ハローワークコーナーは、平成２５年
からエル・おおさかに設置しているところであるが、設置にあたって
は、「アクション・プランを実現するための提案」に基づき、大阪府と一
体的な実施を行うことが可能な同施設が選定されたところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１３

契約件名及び数量
ＯＳＡＫＡしごとフィールド大阪東ハローワークコーナー建物管理負担
金

随意契約によることとした
理由

ＯＳＡＫＡしごとフィールド大阪東ハローワークコーナーは、平成２５年
からエル・おおさかに設置しているところであるが、設置にあたって
は、「アクション・プランを実現するための提案」に基づき、大阪府と一
体的な実施を行うことが可能な同施設が選定されたところである。ま
た、同施設に入居するにあたり、空調設備、昇降機の保守等、建物
の管理費用を負担する必要がある。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１４

契約件名及び数量
梅田公共職業安定所、ハローワーク梅田就職支援センター建物賃貸
借

随意契約によることとした
理由

梅田公共職業安定所及びハローワーク梅田就職支援センターは、平
成18年から大阪駅前第２ビルに設置しているところであるが、設置に
あたっては、利用者の利便性・交通アクセス・集客力や業務運営を円
滑に行える基準面積を考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既
存の公有建物がなかったことから、賃貸料が周辺の物価価格より同
等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１５

契約件名及び数量
大阪新卒応援ハローワーク、大阪外国人雇用サービスセンター、大
阪わかものハローワーク建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

大阪新卒応援ハローワーク（旧名称：大阪学生職業センター）、大阪
外国人雇用サービスセンター及び大阪わかものハローワーク（旧名
称：大阪キャリアアップハローワーク）は、平成２３年１２月から阪急グ
ランドビルに設置しているところであるが、設置にあたっては、利用者
の利便性・交通アクセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面
積を考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がな
かったことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物
件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１６

契約件名及び数量
ハローワークプラザ難波、ハローワーク難波就職支援センター、大阪
西公共職業安定所求人コーナー、大阪マザーズハローワーク建物賃
貸借

随意契約によることとした
理由

ハローワークプラザ難波及びハローワーク難波就職支援センター
は、平成15年から，大阪西公共職業安定所求人コーナーは、平成21
年から、大阪マザーズハローワークは平成23年から御堂筋グランド
ビルに設置しているところであるが、設置にあたっては、利用者の利
便性・交通アクセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を
考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかっ
たことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を
選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１７

契約件名及び数量
阿倍野公共職業安定所ルシアス庁舎、あべの・わかものハローワー
ク建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

阿倍野公共職業安定所ルシアス庁舎は平成22年から、あべの・わか
ものハローワークは平成24年10月からあべのルシアスに設置してい
るところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセ
ス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、
候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸
料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところで
ある。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１８

契約件名及び数量
ハローワークプラザ布施駅前、ハローワーク布施駅前サポートセン
ター、布施公共職業安定所セミナールーム建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

ハローワークプラザ布施駅前、ハローワーク布施駅前サポートセン
ター及び布施公共職業安定所セミナールームは、平成21年から布施
駅前セントラルビルに設置しているところであるが、設置にあたって
は、利用者の利便性・交通アクセス・集客力や業務運営を円滑に行
える基準面積を考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公
有建物がなかったことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下
である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙１９

契約件名及び数量
堺公共職業安定所堺東駅前庁舎、堺マザーズハローワーク建物賃
貸借

随意契約によることとした
理由

堺公共職業安定所堺東駅前庁舎及び堺マザーズハローワーク（旧
堺公共職業安定所）は平成２３年から髙島屋堺店に設置しているとこ
ろであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセス・集
客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、候補地
周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸料が周
辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２０

契約件名及び数量 ハローワークプラザ泉北建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

ハローワークプラザ泉北は、昭和59年から泉ヶ丘地区センター専門
店街に設置しているところであるが、設置にあたっては、利用者の利
便性・交通アクセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を
考慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかっ
たことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を
選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２１

契約件名及び数量 岸和田公共職業安定所土地賃貸借

随意契約によることとした
理由

岸和田公共職業安定所は、昭和61年から岸和田市作才町に設置し
ているところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通ア
クセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえ
で、候補地周辺に取得可能な敷地がなかったことから、賃貸料が周
辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同敷地により随意契約を行うこ
ととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２２

契約件名及び数量 池田公共職業安定所土地賃貸借

随意契約によることとした
理由

池田公共職業安定所は、昭和54年から池田市栄本町に設置してい
るところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセ
ス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、
候補地周辺に取得可能な敷地がなかったことから、賃貸料が周辺の
物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同敷地により随意契約を行うこ
ととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２３

契約件名及び数量 ハローワークプラザ千里建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

ハローワークプラザ千里は、平成11年から阪急千里中央ビルに設置
しているところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通
アクセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したう
えで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことか
ら、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定した
ところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２４

契約件名及び数量 泉大津公共職業安定所会議室賃貸借

随意契約によることとした
理由

  泉大津公共職業安定所会議室は、平成23年10月から庁舎に隣接
するテクスピア大阪に設置しているところであるが、設置にあたって
は、利用者の利便性・交通アクセス・集客力・業務運営を円滑に行え
る基準面積、賃料等を考慮し検討したところ、候補地周辺に使用可
能な既存の公有建物がなかったことから上記ビルを選定したところで
ある。
  よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第２９条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２５

契約件名及び数量 ハローワークプラザ藤井寺建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

ハローワークプラザ藤井寺は、平成２５年から日本生命藤井寺ビル
に設置しているところであるが、設置にあたっては、利用者の利便
性・交通アクセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考
慮したうえで、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかった
ことから、賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を選
定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一場所により随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２６

契約件名及び数量 枚方公共職業安定所建物賃貸借（ビオルネ）

随意契約によることとした
理由

枚方公共職業安定所は、平成25年からビオルネに設置しているとこ
ろであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセス・集
客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、候補地
周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸料が周
辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２７

契約件名及び数量 枚方公共職業安定所建物賃貸借（イオン枚方店）

随意契約によることとした
理由

枚方公共職業安定所は、平成25年からイオン枚方店に設置している
ところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通アクセス・
集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、候補
地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸料が
周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２８

契約件名及び数量 河内長野公共職業安定所土地建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

河内長野公共職業安定所は、平成14年から河内長野市昭栄町に設
置しているところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交
通アクセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮した
うえで、候補地周辺に取得可能な敷地がなかったことから、賃貸料が
周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同敷地により随意契約を行うこ
ととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２９

契約件名及び数量 門真公共職業安定所建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

門真公共職業安定所は、平成20年から守口門真商工会館に設置し
ているところであるが、設置にあたっては、利用者の利便性・交通ア
クセス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえ
で、候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、
賃貸料が周辺の物価価格より同等以下である同物件を選定したとこ
ろである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３０

契約件名及び数量 門真公共職業安定所会議室賃貸借

随意契約によることとした
理由

門真公共職業安定所会議室は、平成２１年から守口門真商工会館
に設置しているところであるが、設置にあたっては、会議室の性質
上、門真公共職業安定所事務室から近距離にある必要があり、同ビ
ル内で必要な基準面積を満たす場所を選定したところである。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３１

契約件名及び数量 大阪府有財産土地建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

各公共職業安定所の建物、土地、工作物の一部については大阪府
財産であり、引き続き借用して使用する必要がある。よって、契約の
目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであり、会
計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場
合」として、引き続き随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３２

契約件名及び数量 あいりん総合センター土地使用契約

随意契約によることとした
理由

あいりん総合センターについては、大阪府及び大阪市が所有する土
地に建てられているため、今年度も引き続き借用する必要がある（公
益財団法人西成労働福祉センターは大阪府の土地の運営を委託さ
れている。）。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３３

契約件名及び数量 あいりん労働公共職業安定所寄場賃貸借

随意契約によることとした
理由

あいりん労働公共職業安定所３階寄場については、（公財）西成労
働福祉センターが大阪府から運営を委託されており、引き続きあいり
ん労働公共職業安定所の利用者の待合として使用する必要がある。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３４

契約件名及び数量 堺ハローワークコーナー賃貸借

随意契約によることとした
理由

堺ハローワークコーナーは、平成２５年から博愛ビルに設置している
ところであるが、設置にあたっては、「アクション・プランを実現するた
めの提案」に基づき、堺市と一体的な実施を行うことが可能な同施設
が選定され、平成２６年度についても引き続き運営を行っていく。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、同一ビルにより随意契約を行うこととし
た。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３５

契約件名及び数量 阿倍野公共職業安定所周知用看板掲出

随意契約によることとした
理由

本契約における看板掲出場所については利用者への周知、誘導の
面から、あべのルシアスビル付近が最も効果的であると思われる。ま
た、看板掲出については、ビル所有者より広告掲出に係る業務を受
託している業者と契約する必要がある。当該掲出場所の受託業者は
株式会社きんえいのみであり、契約の性質、目的が競争を許さない
ため会計法第２９条３第４項に該当し、随意契約としたものである。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

当該看板の掲出にあたっては同社との契約が必要であることから、
競争性のある契約方式への移行は困難である。

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定はなし

備考



別紙３６

契約件名及び数量 定期刊行物（毎日新聞外）の購読

随意契約によることとした
理由

新聞の購読料金については、公正取引委員会による独占禁止法の
特殊指定により、販売店が地域又は相手方により値引行為を行うこ
とを禁止されている。よって販売店ごとに契約金額が変動することは
ない。そのため、定価以外での契約が不可能なものであり、大阪労
働局第１庁舎、大阪労働局第２庁舎及び大阪東公共職業安定所の
所在地を担当する販売店が、大毎上町谷町支店であることから、契
約の性質又は目的が競争を許さないものであり、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

各新聞社において、各地域を担当する販売店が１者のみであるた
め。

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３７

契約件名及び数量 定期刊行物（労働基準広報外）の購読

随意契約によることとした
理由

当該刊行物は、発行元である当該業者のみが販売しているものであ
り競争性がないため、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

当該刊行物は、発行元である当該業者のみが販売しているため、競
争性のある契約方式への移行は困難である。

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３８

契約件名及び数量 職業訓練システムの保守サービス等委託

随意契約によることとした
理由

当該システムについては、著作権が開発業者に帰属していることか
ら、保守業務を他者が行うことは不可能なため、契約の性質が競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３９

契約件名及び数量 新卒応援システムの保守サービス等委託

随意契約によることとした
理由

当該システムについては、著作権が開発業者に帰属していることか
ら、保守業務を他者が行うことは不可能なため、契約の性質が競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４０

契約件名及び数量 雇用調整助成金等システムの保守サービス等委託

随意契約によることとした
理由

当該システムについては、著作権が開発業者に帰属していることか
ら、保守業務を他者が行うことは不可能なため、契約の性質が競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４１

契約件名及び数量 人材銀行ネットワークシステムの保守サービス等委託

随意契約によることとした
理由

当該システムについては、著作権が開発業者に帰属していることか
ら、保守業務を他者が行うことは不可能なため、契約の性質が競争
を許さないことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４２

契約件名及び数量 債権管理システムソフトウェアの使用許諾及び保守業務

随意契約によることとした
理由

当該システムのプログラム使用許諾権は、開発業者のみに帰属し、
他者に使用許諾を認めることはなく、ソフトウェアの所有権、著作権も
当該業者に帰属していることから、保守部分のみを他業者が行うこと
は不可能なため契約の性質が競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４３

契約件名及び数量 物品管理システムソフトウェアの使用許諾及び保守業務

随意契約によることとした
理由

当該システムのプログラム使用許諾権は、開発業者のみに帰属し、
他者に使用許諾を認めることはなく、ソフトウェアの所有権、著作権も
当該業者に帰属していることから、保守部分のみを他業者が行うこと
は不可能なため契約の性質が競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４４

契約件名及び数量
あいりん労働公共職業安定所債権管理・日雇求職者管理システム
使用許諾及び保守業務

随意契約によることとした
理由

当該システムのプログラム使用許諾権は、開発業者のみに帰属し、
他者に使用許諾を認めることはなく、ソフトウェアの所有権、著作権も
当該業者に帰属していることから、保守部分のみを他業者が行うこと
は不可能なため契約の性質が競争を許さないことから、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４５

契約件名及び数量 大阪マザーズハローワーク周知用看板掲出

随意契約によることとした
理由

平成１９年１月１日より、大阪マザーズハローワークにおいては、利
用者に対する周知を図るため、最寄駅である大阪市交通局御堂筋
線難波駅構内にて周知用看板の掲出を行っている。本契約について
は、現掲出場所の受託業者が株式会社アド近鉄のみであったことか
ら、同業者と契約している。利用者への周知を図る上で、駅構内での
看板掲出は非常に効果的であるり、現掲出場所にて継続して看板掲
出を行うものとする。よって、契約の性質、目的が競争を許さないた
め会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

当該看板の掲出にあたっては同社との契約が必要であることから、
競争性のある契約方式への移行は困難である

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４６

契約件名及び数量 堺公共職業安定所周知用看板掲出

随意契約によることとした
理由

本契約における看板掲出場所については利用者への周知、誘導の
面から、南海高野線堺東駅北改札口付近が最も効果的である。ま
た、看板掲出については、ビル所有者より広告掲出に係る業務を受
託している業者と契約する必要がある。当該掲出場所の受託者は㈱
アド南海のみであり、契約の性質、目的が競争を許さないことから会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

当該看板の掲出にあたっては同社との契約が必要であることから、
競争性のある契約方式への移行は困難である

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４７

契約件名及び数量 平成２６年度障害者就業・生活支援センター事業

随意契約によることとした
理由

障害者就業・生活支援センター事業については、「障害者の雇用の
促進に関する法律」第２７条の規定により大阪府知事から、障害者・
生活支援センターに指定され、かつ、当該地域における本事業を行
うものとして大阪府知事から推薦された唯一の団体に、委託して実
施することとしており、委託事業の契約の目的または、性質が競争を
許さないことから、会計法第２９条の３項第４項に該当するため

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙４８

契約件名及び数量 梅田公共職業安定所周知に係る大阪市営バス車内放送

随意契約によることとした
理由

本契約については、大阪市交通局が株式会社ケイエムアドシステム
と大阪市営バス車内放送の運営について専属契約を締結しているた
め、車内放送に関する契約の相手方が同業者に限られ、競争を許さ
ないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考


